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 これより議案第63号から議案第65号までに対する討論に入ります。 

 討論の通告はございません。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第63号 平成19年度須賀川市一般会計補正予算（第１号）、議案第64号 平成

19年度須賀川市市営墓地事業特別会計補正予算（第１号）、議案第65号 平成19年度須賀川市

藤沼湖周辺施設運営事業特別会計補正予算（第１号）の議案３件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告はいずれも可決であります。 

 本案については、いずれも委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 異議なしと認めます。 

 よって、本案はいずれも原案のとおり可決されました。 

 これより議案第66号に対する討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 

 初めに、反対、14番、丸本由美子議員。 

（１４番 丸本由美子 登壇） 

○１４番（丸本由美子） ただいま議題となっております議案第66号 平成19年度須賀川市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）について、日本共産党市議団を代表して反対討論を行います。 

 この補正は、議案第61号の国民健康保険税条例の一部改正に合わせて提案されているもので

す。国民健康保険制度は、だれもが安心して医療が受けられる制度として存在しています。市

民の約半数が加入する国民健康保険は、年金生活者や低所得者が多く占めています。現在の高

齢化社会に合わせて、医療費の動向の変化や景気の低迷から、被保険者の増加と所得の減少が

国民健康保険財政を圧迫していることは承知しております。 

 しかし、国の制度でありますから、手厚い援助がなければ運営できないことも承知しており

ます。そもそも市町村の国保財政が大変になる原因には、政府の責任を問わなくてはなりませ

ん。20年前に国の医療費負担割合が45％から38.5％に引き下げられ、現在では規定収納率を確

保しなければ、普通調整交付金においてペナルティーを与えています。 

 さらに、国保加入者が保険料を滞納すると、保険証の取り上げや短期保険証が発行されると

いう罰則があり、本市においても滞納世帯が3,016世帯にふえ、資格証明書発行10割の自己負

担となり、事実上保険証の取り上げになっている世帯が14世帯、６カ月の短期保険証の発行が
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997世帯となっており、深刻な状況です。 

 これらについては国の責任が重大です。また、福島県の責任もあります。市町村国保に対し

て依然財政支援を行っておりません。そんな中、須賀川市の対応として剰余金の繰り入れや基

金の取り崩しを行ってきましたが、今回は全額取り崩しを行っておりません。 

 しかし、市民の立場になれば、もうこれ以上の値上げは困るというものです。まだ努力でき

るのではないでしょうか。国の制度の不備を自治体として補えるさらなる方策を望むものです。 

 以上、反対理由を述べました。議員の皆さんの賛同をお願い申し上げ、討論を終わります。 

○議長（大越 彰） 次に、賛成、７番、塩田邦平議員。 

（７番 塩田邦平 登壇） 

○７番（塩田邦平） ただいま議題となっております議案第66号 平成19年度須賀川市国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）について、賛成討論を行います。 

 本案は、平成18年度医療費等の確定による平成19年度の医療費再算定に伴う補正措置であり、

国民健康保険制度の安定に不可欠なものであります。 

 かかる内容についても、厳しい財政状況の中にあって統一税率の先延ばしや、基金の取り崩

しなど、市民負担の軽減を十分に考慮した必要最小限の補正であります。 

 したがって、私は本案に賛成するものであります。議員各位の賛同をお願い申し上げ、賛成

討論を終わります。 

○議長（大越 彰） 以上で、通告による討論は終了いたしました。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第66号 平成19年度須賀川市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を採決

いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案については、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（大越 彰） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第67号に対する討論に入ります。 

 討論の通告はございません。 

 これにて討論を終結いたします。 
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 これより議案第67号 平成19年度須賀川市老人保健特別会計補正予算（第１号）を採決いた

します。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────────────  ◇  ───────────────────── 

日程第６ 議員提出議案第３号 議員の派遣について 

○議長（大越 彰） 日程第６、議員提出議案第３号 議員の派遣についてを議題といたしま

す。 

 本案に関し、提出者から提案理由の説明を求めます。 

 19番、菊地忠男議員。 

（１９番 菊地忠男 登壇） 

○１９番（菊地忠男） ただいま議題となりました議員提出議案第３号 議員の派遣について、

提案理由を御説明申し上げます。 

 議員の派遣については、本市議会本会議規則第69条の規定により、議決で決定をするとして

おり、８月に開催される福島県市議会議長会が主催する議員研修会への派遣について承認を求

めるため、提出するものであります。 

 なお、派遣の目的、期日等詳細につきましては、議案に記載のとおりであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（大越 彰） 議案調査のため、暫時休憩いたします。 

午前１０時３４分 休憩 

──────────────────────────────────────────── 

午前１０時４３分 再開 

○議長（大越 彰） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告はございません。 

 これにて質疑を終結いたします。 
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 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員提出議案第３号については、本会議規則第28条第３項の

規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告はございません。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議員提出議案第３号 議員の派遣についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま承認されました議員の派遣については、その日程等に変更が生じた場合の調整等に

係る一切は、議長に御一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま承認されました議員の派遣については、日程等に変更が生じた場合、その

一切は、議長において調整等を行うことに決しました。 

────────────────────  ◇  ───────────────────── 

日程第７ 議員提出意見書案第４号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求め 

                 る意見書 

○議長（大越 彰） 日程第７、議員提出意見書案第４号 福島県最低賃金の引き上げと早期

発効を求める意見書を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 21番、塩田和幸議員。 

（２１番 塩田和幸 登壇） 
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○２１番（塩田和幸） ただいま議題となりました議員提出意見書案第４号について、提案理

由の説明をいたします。 

 福島県内の最低賃金は、毎年８月に福島地方最低賃金審議会において決定され、10月１日か

ら適用されております。全国順位では31位と低いものであります。 

 このことは、本県の一般労働者の賃金水準や産業経済の実情に見合ったものではないと、貴

重な労働力が他県へ流出してしまう懸念があります。 

 さらに、県内の中小・零細企業で働く人たちやパート労働者の生活は、厳しさを増すばかり

であります。 

 また、最低賃金の発効日は、10月１日となっていることから、福島県の最低賃金を一般労働

者の賃金水準、産業・経済実勢に見合った水準に引き上げること、及び早期発効を強く求める

意見書を提出するものであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（大越 彰） 意見書案調査のため暫時休憩いたします。 

午前１０時４８分 休憩 

──────────────────────────────────────────── 

午前１０時５８分 再開 

○議長（大越 彰） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告はございません。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員提出意見書案第４号については、本会議規則第28条第３

項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告はございません。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議員提出意見書案第４号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書を
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採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────────────  ◇  ───────────────────── 

日程第８ 請願（２件） 

     請願第４号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出 

           の請願について 

     請願第６号 岩瀬地区の子どもの放課後と長期休み中の安全確保のため 

           児童クラブ館設置を緊急に求める請願書 

○議長（大越 彰） 日程第８、請願を議題といたします。 

 この際、お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております請願のうち、請願第４号 福島県最低賃金の引き上げと早期発

効を求める意見書提出の請願については、その趣旨に基づく意見書が既に可決されております。 

 したがいまして、請願第４号については採択と決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、請願第４号については採択と決しました。 

 請願第６号について委員長の報告を求めます。 

 教育福祉常任委員長、桐生傳一議員。 

（教育福祉常任委員長 桐生傳一 登壇） 

○教育福祉常任委員長（桐生傳一） 今期定例会において、当教育福祉常任委員会に付託とな

りました請願第６号 岩瀬地区の子どもの放課後と長期休み中の安全確保のため児童クラブ館

設置を緊急に求める請願書について、当委員会の審査が終了しましたので、その経過と結果に

ついて報告いたします。 

 委員会は去る18日、当局より教育長をはじめ関係部課長の出席を求め、審査を行いました。 

 本請願は、核家族化の進展に伴い、児童の放課後の安全対策を求めるものであり、岩瀬地域

には児童クラブ館がないため、同館の設置を求めるものであります。 
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 審査の結果、本件は採択すべきものと決しました。 

 以上で、当委員会の審査の経過と結果についての報告を終わります。 

○議長（大越 彰） これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） なければ質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告はございません。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより請願第６号 岩瀬地区の子どもの放課後と長期休み中の安全確保のため児童クラブ

館設置を緊急に求める請願書を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は採択であります。 

 お諮りいたします。 

 本案については、委員長報告のとおり採択することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 

 ただいま採択されました請願第６号については、本会議規則第73条の規定により、執行機関

に送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することにいたします。 

────────────────────  ◇  ───────────────────── 

日程第９ 議会改革調査特別委員会の設置について 

○議長（大越 彰） 日程第９、議会改革調査特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 本年４月から施行されました改正地方自治法においても、議会の活性化を目的とした改正が

なされるなど、議会に対する期待が高まっております。 

 そこで、議会のあり方、委員会制度などを調査研究し、本市議会の改革を進め、活性化に資

するため、８人の委員による議会改革調査特別委員会を設置いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員８人による議会改革調査特別委員会を設置することに決しました。 
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 お諮りいたします。 

 ただいま設置することにいたしました議会改革調査特別委員会委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、議長において４番、五十嵐伸議員、９番、生田目進議員、

10番、森新男議員、11番、八木沼久夫議員、17番、鈴木正勝議員、23番、村山廣嗣議員、26番、

水野敏夫議員、27番、高橋秀勝議員、以上８人を指名いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました８人を議会改革調査特別委員会の委員に選任することに

決しました。 

 この際、委員会規則第６条の規定に基づき、本会議を休憩し、委員会を招集いたしますので、

正副委員長の互選を行い、決定次第、議長に報告願います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時０５分 休憩 

──────────────────────────────────────────── 

午前１１時１８分 再開 

○議長（大越 彰） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議会改革調査特別委員会の委員長及び副委員長が決定した旨、報告がありましたので、申し

上げます。 

 委員長、高橋秀勝議員。副委員長、水野敏夫議員。 

 以上であります。 

────────────────────  ◇  ───────────────────── 

日程第１０ 福島県後期高齢者医療広域連合議会議員の補欠選挙 

○議長（大越 彰） 日程第10、福島県後期高齢者医療広域連合議会議員の補欠選挙を行いま

す。 

 この選挙は、広域連合規約第８条の規定により、すべての市議会の選挙における得票総数に

より当選人を決することになりますので、須賀川市議会本会議規則第24条の規定に基づく選挙

結果のうち、第２項に規定する当選人の告知は行えません。 

 そこで、お諮りいたします。 

 選挙の方法は投票によることとし、選挙結果の報告については、会議規則第24条の規定にか
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かわらず、有効投票のうち、候補者の得票数を報告することにいたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は投票によることとし、選挙結果の報告については、会議規則第24条の

規定にかかわらず、有効投票のうち、候補者の得票数を報告することに決しました。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

○議長（大越 彰） ただいまの出席議員は28人であります。 

 投票用紙を配付させることにいたします。 

（投票用紙配付） 

○議長（大越 彰） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

（投票箱点検） 

○議長（大越 彰） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 点呼を命じます。 

（職員「氏名」点呼・投票） 

○議長（大越 彰） 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 開票を行います。 

 本会議規則第23条第２項の規定により、立会人に４番、五十嵐伸議員、17番、鈴木正勝議員、

18番、鈴木忠夫議員を指名いたします。 

 よって、４番、五十嵐伸議員、17番、鈴木正勝議員、18番、鈴木忠夫議員の立ち会いを願い
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ます。 

（開  票） 

○議長（大越 彰） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数28票、これは、先ほどの出席議員に符合いたしております。 

 うち、有効投票        28票 

    無効投票        ０票 

 有効投票中 

    斎 藤 朝 興 君   ３票 

    佐 川 庄重郎 君   25票 

 以上のとおりであります。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

────────────────────  ◇  ───────────────────── 

 日程第１１ 閉会中の継続審査及び調査申し出について 

○議長（大越 彰） 日程第11、閉会中の継続審査及び調査の申し出についてを議題といたし

ます。 

 各委員長から、目下、委員会において審査及び調査中の事件について、委員会規則第20条の

規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出

がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大越 彰） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査に付することに決しま

した。 

────────────────────  ◇  ───────────────────── 

○議長（大越 彰） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 この際、生活産業常任委員長から発言の申し出がありますので、これを許します。 

 生活産業常任委員長、塩田和幸議員。 
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（生活産業常任委員長 塩田和幸 登壇） 

○生活産業常任委員長（塩田和幸） 貴重な時間をおかりいたしましてまことにありがとうご

ざいます。 

 先ほど委員長報告の中で委員会の名前を「生活委員会」と申し上げました。正しくは「生活

産業常任委員会」であります。お詫びを申し上げて訂正いたします。 

────────────────────  ◇  ───────────────────── 

○議長（大越 彰） この際、市長が発言を求めておりますので、これを許します。 

（市長 相楽新平 登壇） 

○市長（相楽新平） 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに、６月市議会定例会が閉会されるに当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 今期定例会は、去る６月７日から本日までの15日間にわたりまして、平成19年度一般会計補

正予算を初め、単行議案７件、予算議案５件、報告７件につきまして慎重な御審議を賜り、い

ずれも原案のとおり議決をいただきましたことに対し、衷心より厚く御礼を申し上げます。 

 会期中、議員の皆様方から賜りました御意見、要望につきましては、今後の市政運営に資す

るとともに、市域の均衡ある発展と「市民のしあわせ実現」に向け、一層の努力を傾注してま

いる考えであります。 

 また、去る６月６日夕方に発生いたしました局地的大雨及び降ひょう被害については、大雨

により狸森及び田中地区において、のり面崩壊など農業関連施設５カ所に被害が発生し、その

被害額は約380万円となり、現在、県において災害認定について検討しているところでありま

す。 

 降ひょうは、大栗、狸森、田中、雨田、上小山田及び小倉地区などにおいて、キュウリ、ナ

シ、サヤエンドウ及び葉たばこに被害をもたらし、その被害総額は概算速報値で2,218万円余

に上るものと見られ、今後は県中農林事務所須賀川農業普及所など、関係機関と連携をしなが

ら、被害対策に万全を期してまいる考えであります。 

 終わりに、梅雨の季節を迎え、議員の皆様方には何かと御多忙のところとは存じますが、く

れぐれも健康に御留意をされまして、市政に対しなお一層の御指導、御協力を賜りますようお

願い申し上げ、閉会に当たりましてのあいさつといたします。ありがとうございました。 

────────────────────  ◇  ───────────────────── 

○議長（大越 彰） これにて平成19年６月須賀川市議会定例会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 
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午前１１時３４分 閉会 

────────────────────  ◇  ───────────────────── 
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議 案 等 審 議 結 果 一 覧 表 

 

  １ 市長提出議案等 

番 号 件       名 提出月日 議決月日 議決状況 
付 託 

委 員 会 

報 告 

第 ７ 号 
専決処分の報告について 6. 7 6. 7 了 承 ― 

報 告 

第 ８ 号 

平成１８年度郡山地方土地開発公

社決算について 
6. 7 6. 7 了 承 ― 

報 告 

第 ９ 号 

平成１８年度財団法人須賀川市農

業開発公社決算について 
6. 7 6. 7 了 承 ― 

報 告 

第１０号 

平成１８年度財団法人ふくしま科

学振興協会決算について 
6. 7 6. 7 了 承 ― 

報 告 

第１１号 

平成１８年度財団法人須賀川市ス

ポーツ振興協会決算について 
6. 7 6. 7 了 承 ― 

報 告 

第１２号 

平成１８年度須賀川市一般会計予

算及び特別会計予算繰越明許費の

繰越しについて 

6. 7 6. 7 了 承 ― 

報 告 

第１３号 
須賀川市国民保護計画について 6. 7 6. 7 了 承 ― 

議 案 

第５６号 

監査委員の選任につき同意を求め

ることについて 
6. 7 6. 7 同 意 ― 

議 案 

第５７号 

須賀川市税条例の一部を改正する

条例 
6. 7 6.21 原案可決 総 務 

議 案 

第５８号 

須賀川市都市計画税条例の一部を

改正する条例 
6. 7 6.21 原案可決 総 務 
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番 号 件       名 提出月日 議決月日 議決状況 
付 託 

委 員 会 

議 案 

第５９号 

選挙長、投票管理者、開票管理

者、選挙立会人、投票立会人、開

票立会人の報酬額支給に関する条

例の一部を改正する条例 

6. 7 6.21 原案可決 総 務 

議 案 

第６０号 

須賀川市手数料条例の一部を改正

する条例 
6. 7 6.21 原案可決 建設水道 

議 案 

第６１号 

須賀川市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例 
6. 7 6.21 原案可決 生活産業 

議 案 

第６２号 

須賀川市立稲田中学校屋内運動場

改築工事のうち建築主体工事の請

負契約締結について 

6. 7 6.21 原案可決 教育福祉 

議 案 

第６３号 

平成１９年度須賀川市一般会計補

正予算（第１号） 
6. 7 6.21 原案可決 

予算決算

特 別 

議 案 

第６４号 

平成１９年度須賀川市市営墓地事

業特別会計補正予算（第１号） 
6. 7 6.21 原案可決 

予算決算

特 別 

議 案 

第６５号 

平成１９年度須賀川市藤沼湖周辺

施設運営事業特別会計補正予算

（第１号） 

6. 7 6.21 原案可決 
予算決算

特 別 

議 案 

第６６号 

平成１９年度須賀川市国民健康保

険特別会計補正予算（第１号） 
6. 7 6.21 原案可決 

予算決算

特 別 

議 案 

第６７号 

平成１９年度須賀川市老人保健特

別会計補正予算（第１号） 
6. 7 6.21 原案可決 

予算決算

特 別 
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  ２ 議員提出議案 

番 号 件       名 提出月日 議決月日 議決状況 
付 託 

委 員 会 

第 ３ 号 議員の派遣について 6.19 6.21 承 認 ― 

 

  ３ 議員提出意見書案 

番 号 件       名 提出月日 議決月日 議決状況 
付 託 

委 員 会 

第 ４ 号 
福島県最低賃金の引き上げと早期

発効を求める意見書 
6.18 6.21 原案可決 ― 
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質 問 経 過 表 

 

質問 

順序 
質 問 者 答 弁 者 質 問 の 要 旨 

１ 
２４番 

橋 本 健 二 

市 長 

教 育 長 

市 長 公 室 長 

総 務 部 長 

産 業 部 長 

１ 負担増から市民のくらしを守ることについ

て 

 (1) 今年の増税の内容と市民負担について 

(2) 独自の減免制度の実現について 

２ 一中部活動事故再調査結果について 

 (1) 再調査報告への市長の見解について 

 (2) 再発防止策について 

３ 今出ダム利水事業撤退について 

 (1) 撤退にいたる経過と要因、市の見解につ

いて 

 (2) 今後の市の対応について 

４ 遊休農地の活用と農業振興策について 

 (1) バイオ燃料米やエサ米の先進地の状況に

ついて 

 (2) 市の遊休農地の実態と活用策について 
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質問 

順序 
質 問 者 答 弁 者 質 問 の 要 旨 

２ 
８番 

広 瀬 吉 彦 

市 長 

市 長 公 室 長 

総 務 部 長 

産 業 部 長 

１ 新生すかがわ2007「市民のしあわせ実現」

のためのまちづくりの基本計画、産業振興の

促進について 

 (1) 工業用地の今後の方針転換について 

 (2) 企業誘致と立地支援策について 

 (3) ニート対策について 

 (4) 団塊の世代の定住と２地域居住について 

２ 花と緑のまちづくり基金について 

 (1) 基金の目的について 

 (2) 基金の目標額について 

 (3) 過去の充当実績について 

３ 
１５番 

市 村 喜 雄 

市 長 

保健福祉部長 

１ 地域医療と保健福祉政策について 

 (1) 地域医療について 

 (2) 保健福祉政策について 

２ 病後児保育について 

４ 
２５番 

大 内 康 司 

市 長 

教 育 長 

総 務 部 長 

１ 市有地等の有効利活用について 

 (1) 牡丹台アメニティゾーンについて 

 (2) 堤県有地について 

 (3) 西川地内梅田運動場について 

２ 旧長沼町庁舎、旧岩瀬村庁舎及び本庁舎別

棟１階の有効利活用について 
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質問 

順序 
質 問 者 答 弁 者 質 問 の 要 旨 

５ 
１７番 

鈴 木 正 勝 

市 長 

教 育 長 

総 務 部 長 

保健福祉部長 

１ 第２期の分権時代を担う新しい自治体の構

築について 

 (1) 複式簿記と発生主義による、新しい自治

体会計の創設について 

 (2) 外部監査制度の創設について 

 (3) 新たな財源確保へ広告事業制度の創設に

ついて 

２ 持続可能な社会保障制度の確立に向けた少

子化対策の強化について 

 (1) 小学校から中学校卒業までの「こども医

療費助成制度」の創設について 

 (2) 保育所入所待機児童の解消対策について 

 (3) 「放課後子どもプラン」実施に向けた対

応について 

 (4) 学校運営協議会制度の導入について 

６ 
１０番 

森   新 男 

市 長 

市 長 公 室 長 

保健福祉部長 

産 業 部 長 

建 設 部 長 

１ 新生須賀川市の将来像について 

２ 須賀川テクニカルリサーチガーデン整備事

業について 

３ 法手続きを無視した駅前土地区画整理事業

に係る公園用地開発の是非及び対処について 

４ 昭和町地内大規模開発（家電量販店誘致）

に係る市許可の是非及び対処について 

５ 民間開発に伴い開発業者に公共用地の売却

処分を確約した覚書の是非及び対処について 
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質問 

順序 
質 問 者 答 弁 者 質 問 の 要 旨 

７ 
２番 

大 倉 雅 志 

市 長 

市民生活部長 

保健福祉部長 

建 設 部 長 

１ 子育て支援について 

２ 生活道路の整備について 

(1) 行き止まり道路の解消について 

(2) 一方通行の解除について 

(3) 通学路の歩道整備について 

３ 街路灯や防犯灯の計画について 

(1) 街路灯と防犯灯のすみ分けについて 

(2) 県道須賀川二本松線の照明について 

８ 
２６番 

水 野 敏 夫 

市 長 

教 育 長 

総 務 部 長 

市民生活部長 

保健福祉部長 

建 設 部 長 

１ 環境問題について 

(1) 地球温暖化対策について 

(2) 汚水対策について 

２ 指定管理者制度について 

(1) これまでの評価について 

(2) 今後の導入計画について 

３ 高齢者の生きがいづくりについて 

(1) その対策について 

(2) その施設整備について 
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質問 

順序 
質 問 者 答 弁 者 質 問 の 要 旨 

９ 
１４番 

丸 本 由美子 

市 長 

教 育 長 

保健福祉部長 

１ 子どもと教育のよりよい環境について 

(1) 憲法と子どもの権利条約の視点に立った

教育について 

(2) いじめや不登校対策について 

(3) 全国一斉学力テストの実施について 

２ 児童の安全・安心の放課後対策について 

(1) 市内における放課後対策事業の実態につ

いて 

(2) 放課後子どもプランについて 

３ 高齢者の虐待防止対策について 

(1) 現況について 

(2) 法に基づく対策について 
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各委員会の審査状況（議案を除く） 

 

区 分 事 件 名 受理年月日 審査状況 

総務常任 

委 員 会 
所管事務調査 

総務常任委員会所管の事務の執行につ

いて 

19. 6.15 

申 出 
継続調査 

建設水道

常 任 

委 員 会 

所管事務調査 
建設水道常任委員会所管の事務の執行

について 

19. 6.15 

申 出 
継続調査 

請願第４号 
福島県最低賃金の引き上げと早期発効

を求める意見書提出の請願について 
19. 5.22 

19. 6.18 

採択すべ

きもの 

請願第５号 

仕事と生活の調和の実現に向けた労働

契約法制・労働時間法制を求める意見

書提出の請願について 

19. 5.22 
19. 6.18 

継続審査 

生活産業 

常 任 

委 員 会 

所管事務調査 
生活産業常任委員会所管の事務の執行

について 

19. 6.18 

申 出 
継続調査 

請願第６号 

岩瀬地区の子どもの放課後と長期休み

中の安全確保のため児童クラブ館設置

を緊急に求める請願書 

19. 5.30 

19. 6.18 

採択すべ

きもの 

請願第７号 
子どもの医療費無料化年齢の引き上げ

を求める請願書 
19. 5.30 

19. 6.18 

継続審査 

教育福祉 

常 任 

委 員 会 

所管事務調査 
教育福祉常任委員会所管の事務の執行

について 

19. 6.18 

申 出 
継続調査 

議会運営

委 員 会 
所管事務調査 

議会の運営に関する事項、議会の会議

規則・委員会に関する条例等に関する

事項及び議長の諮問に関する事項につ

いて 

19. 6. 4 

申 出 
継続調査 
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区 分 事 件 名 受理年月日 審査状況 

議会改革 

調査特別 

委 員 会 

特別委員会 

調 査 
議会改革調査に関する事項について 

19. 6.21 

申 出 

(同日設置) 

継続調査 
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議 会 構 成 

 

 予算決算特別委員会の委員の選任             （任期 H19. 6.7～２年間） 

（委員長）  大 内 康 司  （副委員長）  塩 田 邦 平 

（委 員）  鈴 木 公 成   大 倉 雅 志   関 根 保 良 

       五十嵐   伸   相 楽 健 雄   川 田 伍 子 

       広 瀬 吉 彦   生田目   進   森   新 男 

       八木沼 久 夫   佐 藤 暸 二   加 藤 和 記 

       丸 本 由美子   市 村 喜 雄   鈴 木 正 勝 

       鈴 木 忠 夫   桐 生 傳 一   塩 田 和 幸 

       細 谷 松 雄   村 山 廣 嗣   橋 本 健 二 

       水 野 敏 夫   高 橋 秀 勝   渡 辺 忠 次 

 

 

 議会改革調査特別委員会の委員の選任            （任期 H19. 6.21選任） 

（委員長）  高 橋 秀 勝  （副委員長）  水 野 敏 夫 

（委 員）  五十嵐   伸   生田目   進   森   新 男 

       八木沼 久 夫   鈴 木 正 勝   村 山 廣 嗣 

 

 

議 会 同 意 の 各 種 委 員 

 

 監査委員                      （任期 H19. 6.19～H23. 6.18） 

 廣 田 勝 男 
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